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付議・報告部課      

令和５年３月２２日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和5年3月22日（水）午前9時00分～ 東庁舎3階会議室301・302 

２ 出席者 

上下水道課 板倉課長、飯田係長、伊藤主任技師 

３ 件名 

白井市汚水適正処理構想の改定について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

■ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・質疑なし 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 
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報告書公表 ■ □ □ □ （

関係法令等

関係課

事業費

カテゴリー

白井市汚水適正処理構想（改定）案について

【計画の見直しの背景と必要性について】
　汚水適正処理構想は、持続可能な汚水処理システム構築に向け、市域全体において、各種
汚水処理施設の整備並びに増大する汚水処理施設ストックの長期的かつ効率的な運営管理に
ついて、適切な役割分担の下、計画的に実施していくための基本方針となるものです。
　この構想は、本市がそれぞれの汚水処理施設の有する特性、経済性等を総合的に勘案し、社
会情勢の変化等に応じた効率的かつ適切な整備、運営管理手法を策定した上で、千葉県と連
携して作成し、継続的な進捗管理並びに必要な見直しを行っていきます。
　本市では、平成２７年度に見直しを行った汚水適正処理構想に基づき、各種汚水処理施設の
整備を進めてきました。しかし、国・県のマニュアルにも示されたように、今後は令和6年度を目
標に、地域のニーズ及び周辺環境への影響を踏まえ、各種汚水処理施設の整備が概ね完了
（概成）することを目指し、都市計画等との整合を図りつつ、地域特性や市民の意見、人口減少
等の社会情勢の変化を考慮し、効率的かつ適正な処理区域の設定及び整備、運営管理手法
の選定が必要不可欠となっています。
　このような状況下において、各市町村の構想のとりまとめを行う千葉県と連携し、「白井市汚水
適正処理構想」の見直しを行いました。
【主な改正内容】
　白井市の汚水処理は、公共下水道か合併処理浄化槽のいずれかの処理方法により行う計画
で、今回の見直しでは、それぞれの処理区域と整備完了の目標年次を変更するものです。

【第5次総合計画における位置づけ】
国土強靭化地域計画
【分野】都市・交通【基本計画】都市マスタープラン【個別計画】汚水適正処理構想

令和 5 3 22

報告書（行政経営戦略会議）

部課名 都市建設部　上下水道課

無 報道発表

【関係課との調整】
企画政策課、財政課、産業振興科、環境課、都市計画課、建築宅地課と協議を行い、
公共下水道区域は令和６年での概成を基本とし、市街化区域、区域外の接続済み区
域、都市マスタープランにおける公益的施設誘導地区とする事で調整を行った。

有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

　公共下水道の事業計画区域の整備は、ほぼ完了しており、今後は下水道として残す区域（市
街化区域の一部（生産緑地等）、区域外の接続済み区域、都市マスタープランにおける公益的
施設誘導地区）を中期目標年（令和１６年度）に完了する目標とし開発者の誘導を行う。合併浄
化槽の整備についても、単独浄化槽や汲み取りからの転換促進に努め、長期目標年（令和３１
年度）に整備完了を目指します。

有 行政運営報告（R5.3） 広報・ＨＰ等 有 HP(R5.3)

部分非 時限非 まで）

参考情報

年代 全ての年代 場所

今後の
スケジュール

下水道法

4,070 千円 （うち特定財源 千円）

無

公開 非公開

市内全域 目的 都市・交通 手段 民間の誘致・連携

新 旧

下⽔道 1,074ha 1,150ha
合併浄化槽 2,474ha 2,398ha

下⽔道 令和16年度 令和6年度
合併処理浄化槽 令和31年度 令和6年度

整備完了⽬標年度

処理⾯積














